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高等学校卒業程度認定試験規則の一部を改正する省令について

生涯学習政策局生涯学習推進課

１．概 要

平成２１年３月９日付けで高等学校学習指導要領が改訂され、科目構成や必履修科目の変更が

行われた。改訂された高等学校学習指導要領（以下「新学習指導要領」という。）に基づき、

数学と理科については平成２４年度から、それ以外の教科については平成２５年度から学年進行

で新たな教育課程の編成が行われている。

高等学校において、新学習指導要領に基づく教育課程で学習した生徒の卒業に先立ち、高

等学校卒業程度認定試験（以下「高卒認定試験」という。）の試験科目の名称、合格要件、高等

学校等における科目修得による免除等について、新学習指導要領に基づいた内容に改正する。ま

た、併せて、所要の改正を行う。

２．内 容

（１）学習指導要領の改訂に伴う改正（高等学校卒業程度認定試験規則（以下「規則」という。）

附則第４条、第５条、第６条、第７条及び別表関係）

○ 試験の免除に係る規定について、免除する高卒認定試験の理科に係る試験科目の名称を

改正。（規則附則第４条、第５条、第６条及び第７条関係）

○ 理科に係る試験科目の名称、試験科目の合格要件等を改正。（規則別表関係）

＜理科に係る試験科目の名称の改正＞ ＜試験科目の合格要件の改正＞

改正前 改正後 改正前 改正後

理科総合 科学と人間生活 「理科総合」、「物 ①「科学と人間生活」及び「『物
理Ⅰ」、「化学 理基礎』、『化学基礎』、『生物

物理Ⅰ 物理基礎 Ⅰ」、「生物Ⅰ」 基礎』又は『地学基礎』のうち
又は「地学Ⅰ」 から受験生が選択する１科目」

化学Ⅰ 化学基礎 のうちから受験 の合計２科目
生が選択する２ 又は

生物Ⅰ 生物基礎 科目 ②「物理基礎」、「化学基礎」、「生
物基礎」又は「地学基礎」のう

地学Ⅰ 地学基礎 ちから受験生が選択する３科目

（２）その他所要の改正（規則第１２条第４項関係）

○ 高卒認定試験における不正行為による処分者の氏名等を官報に公告する規定を削除。

３．施 行 日

平成２７年４月１日施行（新学習指導要領に基づく教育課程を修了する生徒の卒業年度の

始期）。ただし、次の改正規定については、それぞれ別に定める日から施行することとする。

・ 数学と理科に関する改正規定 平成２６年４月１日（当該教科では新学習指導要領に

基づく教育課程が１年前倒しの平成２４年度から実施されているため。）

・ 高卒認定試験における不正行為による処分者の氏名等を官報に公告する規定を削除する改

正規定 公布日



○
文
部
科
学
省
令
第
二
十
四
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
十
日

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
第
四
項
を
削
る
。

附
則
第
四
条
の
表
の
下
欄
中
「
理
科
総
合
、
物
理
Ⅰ
、
化
学
Ⅰ
、
生
物
Ⅰ
又
は
地
学
Ⅰ
」
を
「
科
学
と
人
間
生
活
、
物
理
基

礎
、
化
学
基
礎
、
生
物
基
礎
又
は
地
学
基
礎
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
中
「
理
科
総
合
」
を
「
科
学
と
人
間
生
活
」
に
、
「
物
理
Ⅰ
」
を
「
物
理
基
礎
」
に
、
「

化
学
Ⅰ
」
を
「
化
学
基
礎
」
に
、
「
生
物
Ⅰ
」
を
「
生
物
基
礎
」
に
、
「
地
学
Ⅰ
」
を
「
地
学
基
礎
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
の
表
の
下
欄
中
「
物
理
Ⅰ
及
び
化
学
Ⅰ
」
を
「
物
理
基
礎
及
び
化
学
基
礎
」
に
、
「
生
物
Ⅰ
」
を
「
生
物
基
礎



」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
表
の
下
欄
中
「
理
科
総
合
」
を
「
科
学
と
人
間
生
活
」
に
、
「
物
理
Ⅰ
」
を
「
物
理
基
礎
」
に
、
「
化
学
Ⅰ

」
を
「
化
学
基
礎
」
に
、
「
生
物
Ⅰ
」
を
「
生
物
基
礎
」
に
、
「
地
学
Ⅰ
」
を
「
地
学
基
礎
」
に
改
め
る
。

「

「

国
語

国
語

国
語
表
現
Ⅰ
又
は
国
語

国
語

国
語

別
表
中

を

総
合

」

「

「

数
学

数
学

数
学
基
礎
、
数
学
Ⅰ
又

は
工
業
数
理
基
礎

理
科

理
科
総
合

こ
れ
ら
の
科
目

理
科
基
礎
、
理
科
総
合

の
う
ち
か
ら
受

Ａ
又
は
理
科
総
合
Ｂ

物
理
Ⅰ

験
者
の
選
択
す

物
理
Ⅰ

化
学
Ⅰ

る
二
科
目

化
学
Ⅰ

国
語
総
合

に
、

生
物
Ⅰ

生
物
Ⅰ

を

」

地
学
Ⅰ

地
学
Ⅰ



外
国
語

英
語

オ
ー
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅰ
、
英
語

Ⅰ
又
は
学
校
設
定
科
目

と
し
て
設
け
ら
れ
た
英

語
以
外
の
外
国
語

」

数
学

数
学

数
学
Ⅰ
又
は
工
業
数
理

基
礎

理
科

科
学
と
人
間

科
学
と
人
間
生

科
学
と
人
間
生
活

生
活

活
及
び
物
理
基

物
理
基
礎

礎
、
化
学
基
礎

物
理
基
礎

化
学
基
礎

、
生
物
基
礎
、

化
学
基
礎

生
物
基
礎

若
し
く
は
地
学

生
物
基
礎

地
学
基
礎

基
礎
の
う
ち
か

地
学
基
礎



ら
受
験
者
の
選

択
す
る
一
科
目

の
合
計
二
科
目

に
改
め
る
。

又
は
物
理
基
礎

、
化
学
基
礎
、

生
物
基
礎
若
し

く
は
地
学
基
礎

の
う
ち
か
ら
受

験
者
の
選
択
す

る
三
科
目

外
国
語

英
語

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

英
語
Ⅰ
又
は
学
校
設
定

科
目
と
し
て
設
け
ら
れ



た
英
語
以
外
の
外
国
語

」

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
十
二
条
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

附
則
第
四
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
中
数
学
及
び
理
科
の
項
の
改
正
規
定

平
成
二
十
六
年

四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
適
用
す
る
。

一

数
学
及
び
理
科

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
同
日
前
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課



程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者

二

国
語
及
び
外
国
語

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得

し
た
者

第
三
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
欄
に

定
め
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
相
当
す
る
中
欄
に
掲
げ
る
科
目

を
修
得
し
た
者
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
高
等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
（
学
校

教
育
法
施
行
規
則
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
入
学
し
た
生
徒
に
係

る
教
育
課
程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る

。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

上

欄

中

欄

下

欄

数
学

数
学
基
礎

数
学

理
科
総
合

総
合
理
科
、
理
科
基
礎
、
理
科
総
合
Ａ
又

科
学
と
人
間
生
活

は
理
科
総
合
Ｂ



物
理
Ⅰ

物
理
Ⅰ

物
理
基
礎

化
学
Ⅰ

化
学
Ⅰ

化
学
基
礎

生
物
Ⅰ

生
物
Ⅰ

生
物
基
礎

地
学
Ⅰ

地
学
Ⅰ

地
学
基
礎

第
四
条

旧
規
則
別
表
第
一
欄
に
定
め
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に

相
当
す
る
中
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
得
し
た
者
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
高
等

学
校
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

上

欄

中

欄

下

欄

国
語

国
語
表
現

国
語

英
語

オ
ー
ラ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅰ

英
語

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
既
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
を
受
け
て
旧
規
則
別
表
第
一
欄
に
定
め
る
試
験
科
目



の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

上

欄

下

欄

国
語

国
語

数
学

数
学

理
科
総
合

科
学
と
人
間
生
活

物
理
Ⅰ

物
理
基
礎

化
学
Ⅰ

化
学
基
礎

生
物
Ⅰ

生
物
基
礎

地
学
Ⅰ

地
学
基
礎

英
語

英
語



◎
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
新
旧
対
照
表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
不
正
の
行
為
を
行
っ
た
者
等
に
対
す
る
処
分
）

（
不
正
の
行
為
を
行
っ
た
者
等
に
対
す
る
処
分
）

第
十
二
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
関
し
て
不
正
の

第
十
二
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
関
し
て
不
正
の

行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
正
行
為
に
関
係
の
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
そ

行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
正
行
為
に
関
係
の
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
そ

の
受
験
を
停
止
さ
せ
、
又
は
そ
の
試
験
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
受
験
を
停
止
さ
せ
、
又
は
そ
の
試
験
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
削
る
）

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
処
分
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
本

籍
及
び
現
住
所
を
官
報
に
公
告
す
る
。

附

則

抄

附

則

抄

第
四
条

次
の
表
の
上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り

第
四
条

次
の
表
の
上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
以
外
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
以
外
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試

験
を
免
除
す
る
。

験
を
免
除
す
る
。

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）



ニ

科
学
と
人
間
生
活
、

ニ

理
科
総
合
、
物
理
Ｉ

物
理
基
礎
、
化
学
基
礎

、
化
学
Ｉ
、
生
物
Ｉ
又

、
生
物
基
礎
又
は
地
学

は
地
学
Ｉ
の
う
ち
か
ら

基
礎
の
う
ち
か
ら
受
験

受
験
者
が
選
択
し
た
一

者
が
選
択
し
た
一
科
目

科
目

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

科
学
と
人
間
生
活
、

ニ

理
科
総
合
、
物
理
Ｉ

物
理
基
礎
、
化
学
基
礎

、
化
学
Ｉ
、
生
物
Ｉ
又

、
生
物
基
礎
又
は
地
学

は
地
学
Ｉ
の
う
ち
か
ら

基
礎
の
う
ち
か
ら
受
験

受
験
者
が
選
択
し
た
二

者
が
選
択
し
た
二
科
目

科
目

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

第
五
条

高
等
学
校
（
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
に
よ
る
改

第
五
条

高
等
学
校
（
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
に
よ
る
改

正
前
の
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
を
含

正
前
の
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
を
含

ろ
う

ろ
う



む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験

科
目
に
相
当
す
る
科
目
を
修
得
し
た
者
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
前
に
高
等
学
校

科
目
に
相
当
す
る
科
目
を
修
得
し
た
者
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
前
に
高
等
学
校

に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し

に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し

て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ

て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ

い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

基
礎
理
科
、
理
科
Ｉ
又
は
総
合
理
科

科
学
と
人
間
生
活

基
礎
理
科
、
理
科
Ｉ
又
は
総
合
理
科

理
科
総
合

物
理
、
物
理
Ａ
、
物
理
Ｂ
、
物
理
Ｉ
、
物

物
理
基
礎

物
理
、
物
理
Ａ
、
物
理
Ｂ
、
物
理
Ｉ
、
物

物
理
Ⅰ

理
Ｉ
Ａ
又
は
物
理
Ｉ
Ｂ

理
Ｉ
Ａ
又
は
物
理
Ｉ
Ｂ

化
学
、
化
学
Ａ
、
化
学
Ｂ
、
化
学
Ｉ
、
化

化
学
基
礎

化
学
、
化
学
Ａ
、
化
学
Ｂ
、
化
学
Ｉ
、
化

化
学
Ⅰ

学
Ｉ
Ａ
又
は
化
学
Ｉ
Ｂ

学
Ｉ
Ａ
又
は
化
学
Ｉ
Ｂ

生
物
、
生
物
Ｉ
、
生
物
Ｉ
Ａ
又
は
生
物
Ｉ

生
物
基
礎

生
物
、
生
物
Ｉ
、
生
物
Ｉ
Ａ
又
は
生
物
Ｉ

生
物
Ⅰ

Ｂ

Ｂ

地
学
、
地
学
Ｉ
、
地
学
Ｉ
Ａ
又
は
地
学
Ｉ

地
学
基
礎

地
学
、
地
学
Ｉ
、
地
学
Ｉ
Ａ
又
は
地
学
Ｉ

地
学
Ⅰ



Ｂ

Ｂ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
六
条

旧
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
に
よ
る
試
験
検
定
、
旧
実
業
学
校
卒
業
程

第
六
条

旧
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
に
よ
る
試
験
検
定
、
旧
実
業
学
校
卒
業
程

度
検
定
規
程
に
よ
る
検
定
又
は
旧
高
等
試
験
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
大
臣

度
検
定
規
程
に
よ
る
検
定
又
は
旧
高
等
試
験
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
大
臣

が
中
学
校
卒
業
程
度
に
お
い
て
行
う
試
験
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
教

が
中
学
校
卒
業
程
度
に
お
い
て
行
う
試
験
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
教

科
及
び
科
目
又
は
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
（
こ
れ
ら
の
試
験
検
定
、
検

科
及
び
科
目
又
は
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
（
こ
れ
ら
の
試
験
検
定
、
検

定
又
は
試
験
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り
、

定
又
は
試
験
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

理
数
科
物
象
又
は
物
象

物
理
基
礎
及
び
化
学
基
礎

理
数
科
物
象
又
は
物
象

物
理
Ｉ
及
び
化
学
Ｉ

理
数
科
生
物
又
は
生
物

生
物
基
礎

理
数
科
生
物
又
は
生
物

生
物
Ｉ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



第
七
条

旧
検
定
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得

第
七
条

旧
検
定
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得

た
者
（
当
該
旧
検
定
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に

た
者
（
当
該
旧
検
定
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す

る
。

る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

基
礎
理
科
、
理
科
Ｉ
又
は
総
合
理
科

科
学
と
人
間
生
活

基
礎
理
科
、
理
科
Ｉ
又
は
総
合
理
科

理
科
総
合

物
理
、
物
理
Ｉ
Ａ
又
は
物
理
Ｉ
Ｂ

物
理
基
礎

物
理
、
物
理
Ｉ
Ａ
又
は
物
理
Ｉ
Ｂ

物
理
Ｉ

化
学
、
化
学
Ｉ
Ａ
又
は
化
学
Ｉ
Ｂ

化
学
基
礎

化
学
、
化
学
Ｉ
Ａ
又
は
化
学
Ｉ
Ｂ

化
学
Ｉ

生
物
、
生
物
Ｉ
Ａ
又
は
生
物
Ｉ
Ｂ

生
物
基
礎

生
物
、
生
物
Ｉ
Ａ
又
は
生
物
Ｉ
Ｂ

生
物
Ｉ

地
学
、
地
学
Ｉ
Ａ
又
は
地
学
Ｉ
Ｂ

地
学
基
礎

地
学
、
地
学
Ｉ
Ａ
又
は
地
学
Ｉ
Ｂ

地
学
Ｉ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



別
表
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

別
表
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

第

一

欄

第

二

欄

第

一

欄

第

二

欄

試
験
科

試
験
科
目

高
等
学
校
の
科
目

試
験
科

試
験
科
目

高
等
学
校
の
科
目

目
の
属

目
の
属

す
る
教

す
る
教

科

科

国
語

国
語

国
語
総
合

国
語

国
語

国
語
表
現
又
は
国
語
総
合

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

数
学

数
学

数
学
Ⅰ
又
は
工
業
数
理
基

数
学

数
学

数
学
基
礎
、
数
学
Ｉ
又
は

礎

工
業
数
理
基
礎

理
科

科
学
と
人

科
学
と
人
間
生
活
及

科
学
と
人
間
生
活

理
科

理
科
総
合

こ
れ
ら
の
科
目
の
う

理
科
基
礎
、
理
科
総
合
Ａ

間
生
活

び
物
理
基
礎
、
化
学

ち
か
ら
受
験
者
の
選

又
は
理
科
総
合
Ｂ



基
礎
、
生
物
基
礎
若

択
す
る
二
科
目

物
理
基
礎

し
く
は
地
学
基
礎
の

物
理
基
礎

物
理
Ⅰ

物
理
Ⅰ

う
ち
か
ら
受
験
者
の

化
学
基
礎

選
択
す
る
一
科
目
の

化
学
基
礎

化
学
Ⅰ

化
学
Ⅰ

合
計
二
科
目
又
は
物

生
物
基
礎

理
基
礎
、
化
学
基
礎

生
物
基
礎

生
物
Ⅰ

生
物
Ⅰ

、
生
物
基
礎
若
し
く

地
学
基
礎

は
地
学
基
礎
の
う
ち

地
学
基
礎

地
学
Ⅰ

地
学
Ⅰ

か
ら
受
験
者
の
選
択

す
る
三
科
目

外
国
語

英
語

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英

外
国
語

英
語

オ
ー
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

語
Ⅰ
又
は
学
校
設
定
科
目

ー
シ
ョ
ン
Ⅰ
、
英
語
Ⅰ
又

と
し
て
設
け
ら
れ
た
英
語

は
学
校
設
定
科
目
と
し
て

以
外
の
外
国
語

設
け
ら
れ
た
英
語
以
外
の

外
国
語


